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賃金の月額：�「勤務先で決定される標準報酬月額＋（直近1年間の標準賞与額×1/12）」の額
年金の月額：�支給停止額の計算の対象になる年金は、「（退職共済年金＋老齢厚生年金）×

1/12」の額。このうち、経過的職域加算額、退職共済年金の職域年金相当部分
の額、加給年金額および経過的加算額は計算の対象外です。

基　準　額：�月額65万円です。この額は、賃金や物価の変動により改定されることがあり
ます。

※１　�厚生年金の決定等を行う機関（当共済組合や日本年金機構、日本私立学校振興・共済事業団等）のことです。

支給停止額（月額）＝｛（賃金の月額＋年金の月額）－基準額（65万円）｝×1/2

　老齢・退職給付の年金受給者のうち、以下のアからウまでのいずれかに該当する方は、在職中、
年金の全部または一部が支給停止されることがあります。

在職中は年金が
支給停止されることがあります

年金の支給停止額の計算方法
賃金の月額（ ）と年金の月額（ ）の合計額が基準額（ ）を超えた場合、年金の全部または一部

が支給停止されます。
　支給停止額の計算方法は以下のとおりです。

ア   民間会社等に勤務して厚生年金保険に加入している方 　　　　
または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方

イ  国会議員・地方議会議員の方
ウ   常勤の公務員など一般組合員として在職している方（障害給付の

年金受給者も対象です。）

　注：短期組合員はアに該当します。

複数の実施機関※1から年金の支給を受けている方が在職中の場合、当共済組合が支給する年金だけでなく全て
の年金額を合算した金額により計算し、各実施機関の支払額に応じて按分した金額が支給停止されます。

加給年金額が決定されている方については、支給停止額の計算の結果、年金の月額が全額支給停止となる場合には、
加給年金額も全額支給停止されます。

上記ウに該当する方は、経過的職域加算額、退職共済年金の職域年金相当部分の額および退職年金（年金払い
退職給付）も支給停止されます。

上記ウに該当する方で障害給付を受けている方は、経過的職域加算額、障害共済年金の職域年金相当部分の額
および公務障害年金のみ支給停止されます。

用語解説
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在職中の年金についての留意事項
　６ページアに該当する方は、ご本人からの届出を要さず、当共済組合と各実施機関との間で情報交換
を行うことにより手続きを行います。そのため、支給停止後の支給額をお知らせするまでに、時間を要
することがあります。その際、過去にさかのぼって精算が発生することがあります。
　また、退職された場合も、勤務先から各実施機関を通じて、当共済組合に情報が提供されますので、支
給停止解除後の支給額をお知らせするまでに時間を要しますが、精算は退職時点にさかのぼって行います。
　年金が支給停止となっている方は、退職後に支給停止の解除等を行います。この手続きは順次進めて
おりますが、手続きの完了時期は8月定期支給期以降を予定しております。
　お待たせすることとなりますが、ご理解くださいますようお願いします。

　令和8年度（2026年度）の支給停止額の計算の基準額は、以下のとおり変更されました。

在職中の支給停止の基準額が
変更されました

支給停止額の計算方法の詳細は、
6ページ 年金の支給停止額の計算方法  を

ご覧ください。

また、8ページ 年 相金 談 Q
A  もご参照ください。

年金の全部または一部を支給停止

支給停止解除までの流れ

※2　日本私立学校振興・共済事業団へ加入されていた場合も、同様の流れになります。

勤務先

退職関係書類を
日本年金機構※2へ提出

日本年金機構※2

資格喪失情報を
当共済組合へ送付

年金受給者

退職関係書類を
勤務先へ提出

公立学校共済組合

・資格喪失情報の受領
・年金の支給停止解除

支給額（精算額）の通知、送金

令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から

賃金の月額＋年金の月額  ＞ 51 万円 賃金の月額＋年金の月額  ＞ 65 万円

在職中の年金の取扱いについては、当共済組合ホームページに掲載しています。
 トップページ ➡ 年金受給者（待機者）向け手続き ➡ 年金受給中に必要な手続き 

➡ 老齢厚生年金（退職共済年金）受給者の方の手続き ➡ 就職したときや議員となったとき

☆ 老齢厚生年金と障害または遺族の年金の受給権を有し、この基準額の変更に伴い、年金の選択替えを希望する
方は、電話または文書により当共済組合本部へご連絡ください。
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